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東京理科大学との事業連携 (案)について

区と東京理科大学とは、平成 21年 3月 26日 に締結した基本協定書第 5条第 1項におい

て、相互の人的、知的、物的資源の交流を図り、双方の発展に寄与するため、健康と福祉に

関する分野、街づくりと産業に関する分野、生涯学習とふれあしヽ こ関する分野で、相互に協
力するものとしている。

この基本協定書に基づき、区と東京理科大学との事業連携について(実施の方向性を確認
したため、その取組み項目と内容等について報告するものである。

1 東京理科大学との事業連携 (案)の概要  (詳細は別紙参照)

(1)健康と福祉に関する分野

No 項 目 内容 癬

① ボランティア活動

かつしかあんしんネットワーク事業に学生が協力

するとともに、学生がボランティア活動に参加し

やすい格限み・り議試うくりを検討し、福祉分野に

おける学生のボランティア参力]を促進する。

諦 棚

蜀

② 障害者の就労機会の創出

大学内で障害者が仕事に従事できる環境の整備に

ついて検討するとともに、障害者施設の自主生産

品の販売機会を大学キャンパス内に確保する。

輛

③ ¨ 囃

大学祭等で障害者施設の展示紹介や模擬店の出店

を推進するとともに、障害者にモニターとして協

力をしてもらい福祉用具の研究開発を図る。

軸

④ 食育サポーター事業
大学内の飲食店を食育ザポー ト店に登録するとと

もに、食育月間の取組みを行う。
軸

(2)街づくりと産業に関する分野
No 項 目 内容 醜

①
地域産業活性化特別委員

会の設置・運営支援

地域産業の活性化に向けて、商工会議所が主体と

なつた大学との定期的な意見・情報交換のための

協議体について設置 。運営の支援を行う。

輛

②

―

囃

大学と区内企業の技術交流を促進し、イベント・

セミナーの開催等を行う。また、大学施設内への

産学連携施設の整備を推進する。

商工振興課

③
災害時の応急対策活動に

関する協力連携

新宿六丁目地区を避難場所に位置づけるととも

に、災害時の協力協定を大学と締結し、大学施設

を避難所として利用できる環境整備を行う。また、

水害対策として盛十ェ事を実施する。

防災課

④
震災時の駅前滞留者・帰宅

困難諸講拶鮮明離進

震災時の駅前滞留者・帰宅困難者対策のための協

議会の      の活用の検討を行う。
防災課



⑤ ボランティア活動

学生がボランティア活動に参加レむれ 枠ヽ組み・

環境づくりを検討し、災害時のみならず地域活動

における学生のボランティア参加を促進する。

防災課

(3)生涯学習とふれあいに関する分野
No 項 目 内容 醜

① 国際交流の推進
区が開催する国際交流イベントヘの大学留学生の

参加・協力をけ 。
文化国際担当課

② 月ヽ中学校との連携

小中学校の理科の授業に大学の教授・学生をゲス

トテーィーチャーとして招き、児童・生徒の理科・

科学への関心を高める。また、大学キャンパスに

隣接する小中学校の小中一貫教育の充実に向けた

連携を検討する。

雌

③
(仮榊 澤特窃描センター

の輸

大学の図書館内に併設する (囲 科学技術セン

ターの設計・工事や展示物設置を進めるとともに、

運営体制や大学と連携した事業内容の検討を行

う。

罐

④ ボランティア活動

学生ボランティアに登録してもらい、だヽ中学校に

おける各種活動へのボランティア参加を促進す

る。

離

囀

⑤ みんなの理科大学の実施

小中学生・高校生や保護者を対象に、科学を身近

に親しむことのできる科学体験教室や講演会など

を書 る。

蝉 課

⑥ 公開講座

理工系の専門講座のほか、幅広い分野において一

般向け、入門編などの公開講座を「かつしか区民

大学」単位認定講座として実施する。また、女子

中高生向けの科学体験講座を実施するとともに、

国      の検討を行う。

呻 課

…文イ駆錫譴 当課

⑦ スざ剖コ薩報官とC縫目角

大学図書館を区民に開放するとともに、区立図書

館との相互貸し出しや図書館員同士の連携体制を

構築する。また、大学図書館による専門資料のレ

ファレンス等ができるようにする。

中央図書館

2 今後の取組みについて

上記の各事業については、実施に向けて引き続き、大学や関係機関との協議・検討を進
め、必要に応じて個別に事業協定等を締結していく。
また、上記の事業に加えて、区民サービスの向上や地域の活性化が見込まれる事業につ

いては、今後も大学との協議を重ね、様々な事業連携の取組みを図つていく。



東京理科大学との事業連携 (案)について

1健康と福祉
(1)ボランティア活動
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・高齢者支援課
・障害福祉課
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(2)産学公連携の推進 ・商工振興課
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(4)震災時の駅前滞留者・帰宅困難者対策の推進
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(6)公開講座
・生涯学習課
・人権推進課
・文化国際担当課

(7)大学図書館との連携 ・中央図書館



1 健康と福祉

(1)ボランティア活動 高齢者支援課 口障害福祉課
学生ボランティアを育成するとともに、ボランティア活動に参加 しやすい枠組み・環

境づくりを検討 し、福祉分野の事業における学生のボランティァ参カロを促進する。

(2)障害者の就労機会の創出 障害福祉課
障害者の就労を促進するため、大学内で障害者が仕事に従事できる環境の整備につい

て検討する。また、大学内で区内障害者施設の自主生産品を販売する。

事業名 事業内容 実施時期

①かつしかあんしんネッ

トワーク事業への参加

「かつしかあんしんネットワーク事業」に学生が協

力し、地域の一員として高齢者や障害者の見守りや、

区や地域包括支援センターヘの連絡を行う。また、1災

害時において災害時要援護者の避難に協力する。

平成 25年度

②福祉分野における各種

事業への学生ボランテ

ィアの活用

学生がボランティア活動に参加 しやすい枠組みや

環境づくりを検討 し、高齢者クラブ連合会主催のスポ

ーツイベントをはじめ、まち歩きツアー、パソコン教

室等高齢者や障害者の各種事業への学生ボランティ

アの参カロを促 し、地域住民との交流を図つていく。

平成 25年度以降

事業名 事業内容 実施時期

①障害者の就労促進

障害者が大学内の事務補助などの仕事に従事でき

るように大学に働きかけていく。また、大学の理解と

協力のもと、大学施設の維持管理を行う事業者に対し

ても、障害者の雇用促進を働きかけていく。

平成 25年度以降

②障害者施設の自主生産

品販売

大学キャンパス内において、障害者施設の自主生産

品の定期的な販売機会を確保する。
平成 25年度



(3)障害者理解の推進

障害者の社会参加の機会を広げ、

に対する理解を深めていく。また、

る。

障害福祉課

障害者と学生、地域住民が交流することで、障害者

障害者の協力を得て福祉用具の研究 0開発を促進す

事業名 事業内容 実施時期

①障害者施設の展示紹介

大学祭等において、障害者施設の展示紹介を行 うと

ともに、模擬店の出店などにより、障害者の社会参カロ

を推進する。

平成 25年度

②福祉用具の研究・開発

障害者にモニターとして協力をしてもらいながら、

大学と区内中小企業との連携も視野に、福祉用具の研

究開発・普及促進を図る。

平成 25年度

(4)食育サポーター事業

大学を食育サポーターとして位置づけ、

学生や区民に対する食育の働きかけを行い

健康推進課

金町・新宿地域の食育推進の拠点化を図り、

、健康づくりを推進する。

事業名 事業内容 実施時期

①食育サポー ト店に登録

大学内の飲食店を食育サポー ト店として登録し、カ

ロリーやバランスガイ ドを表示するとともに、健康づ

くり情報をポスター等により、学生や地域住民に向け

て発信していく。

平成 25年度

②食育月間の取組み
毎年 6月 の食育月間に、大学内で食育に関するパネ

ル展や食育に関する公開講座を開催する。
平成 25年度



2 街づくりと産業

(1)地域産業活性化特別委員会の設置・運営支援 産業経済課

地域産業の活性化を目指し、産学公で協議・意見交換を行い、具体的な取組みを検討

するために、商工会議所が主体となつた協議体の設置・運営を支援する。

(2)産学公連携の推進 商工振興課

東京理科大学の理工系総合大学としてのノウハウ・知識・技術を、区の特色である中

小製造業の技術向上・体力強化に繋げるため、東京理科大学と区内企業の連携を促進す

る事業を実施する。

事業名 事業内容 実施時期

①地域産業活性化特別委

員会の設置・運営支援

平成 25年度の東京理科大学葛飾キャンパス開設

に向けて、東京商工会議所葛飾支部が開催する大学と

地域との定期的な意見・情報交換の支援を行い、地域

活性化方策やt地方出身学生の区内定住促進などにつ

いて検討を行 う。

平成 21年度

事業名 事業内容 実施時期

①大学と企業の技術交流

大学 と区内中小企業の技術交流を推進するため、

(仮称)産学連携推進協議会を設置・運営する。また、

産学連携に関する個別相談会を実施する。

平成 22年度

(相談会は、平成

21年度 )

②イベント・セミナーの開

催

区内中小企業向けに産学連携の事例紹介などを行

う産学連携講座を実施する。また、大学の専門家によ

る産学連携講演会を行 う。

平成 22年度

(講演会は、平成

21年度)

③産学連携施設の整備推

進

区内中小企業の■―ズを踏まえながら、大学の科学

技術交流センターと調整を行い、大学施設内に地域開

放型の産学連携施設の整備を推進する。

平成 25年度



(3)災害時の応急対策活動に関する協力連携

大学及び公園を含めた新宿六丁目地区一帯を避難場所と

体制を構築する。

防災課

して位置づけ、災害時の協力

事業名 事業内容 実施時期

①避難場所及び避難所の

確保

大学及び公園を含めた新宿六丁目地区一帯を、東京

都の指定を受け、避難場所と位置づける。また、災害

時の協力協定を締結し、大学施設を避難所として利用

できるように、地域と大学で共に活用する防災倉庫を

設置するなどの環境整備を行う。

平成 25年度

平成 22年度

(工事竣工)

②盛土による水害対策の

実施

各洪水ハザー ドマップで想定する浸水深を踏まえ、

大学施設の避難所機能の充実を図るため、大学用地及

び公園用地に対して、盛土工事を実施する。

(4)震災時の駅前滞留者・帰宅困難者対策の推進

東京理科大学による大学施設の提供や情報提供により、

難者対策を推進する。

防災課

震災時の駅前滞留者・ 帰宅困

事業名 事業内容 実施時期

① (仮称)駅前滞留者対策

協議会の運営支援

震災時に電車が不通で帰宅が困難 となり、金町駅周

辺に滞留する者に対する、大学施設の提供をはじめと

する支援について協議するため、関係機関で構成す

る、 (仮称)駅前滞留者対策協議会を設置する。

平成 25年度以降

②情報提供の仕組みの検

討

駅前滞留者や帰宅困難者に対する正確な情報を提

供するため、一時待機場所への案内・誘導サインや帰

宅支援情報提供の仕組みの検討を行う。

平成 25年度以降

③一時待機場所の確保

大学施設を、震災時の金町駅前滞留者や帰宅困難者

の一時的な待機場所として利用できるように位置づ

ける。

平成 25年度



(5)ボランティア活動 防災課

学生ボランテイアを育成するとともに、ボランティア活動に参加しやすい枠組み・環
境づくりを検討し、災害時及び地域活動における学生のボランティア参加を促進する。

事業名 事業内容 実施時期

①災害時における学生ボ

ランティアの活用

学生がボランティア活動に参加 しやすい枠組みや

環境づくりを検討 し、大学と災害時の協力協定を締結

する。また、災害時の避難場所 。避難所におけるボラ

ンティア組織づくりや、防災リーダーの育成などを行

うとともに、総合防災訓練への参加も促す。

平成 25年度

②地域活動における学生

ボランティアの活用

学生がボランティア活動に参加 しやすい枠組みや

環境づくりを検討し、地域美化活動や、防災資器材点

検活動等各種活動への学生ボランティアの参加を促

し、地域住民との交流を図つていく。

平成 25年度以降



3 生涯学習とふれあい

(1)国際交流の推進 文化国際担当課

学生、区内在住外国人、留学生と地域住民が多文化共生の意識を育み相互理解・交流

を促進する国際交流事業を実施する。

(2)小中学校との連携 指導室

理科や科学に対する興味・関心を高め、科学的な思考ができる児童、生徒の育成を図

るため、理工系総合大学である東京理科大学の有するノウバウや技術を活かし、理科教

育の充実を図る。

事業名 事業内容 実施時期

①国際交流イベントヘの

参加

区が毎年開催 している国際交流イベン トヘの大学

留学生の参加 e協力を促 し、自国文化紹介イベン ト、

模擬店運営を行 う。また、大学キャンパスを会場とし

て同様な催 しの実施についても検討する。

平成 25年度以降

事業名 事業内容 実施時期

①小中学校との連携

小中学校の理科の授業に大学の教授や学生をグス

トティーチャーとして招き、児童・生徒の理科・科学

への関心を高める。

また、葛飾キャンパスに隣接する小中学校の「小中

一貫教育」における理科教育の充実に向けて、教育委

員会、小中学校、大学において検討を進めていく。

平成 25年度以降

6



(3)(仮称)科学技術センターの整備 指導室

小中学生の理科教育や区民の生涯学習機会の一層の充実を図り、理科に対する興味・
関心を高め、理科好きで科学的な思考ができる人材を育成するため、幼児期から学齢期、
成人に至るまで、科学をテーマとした実験・観察・体験を行うことができる施設として、

(仮称)科学技術センターを大学図書館内に併設して整備する。

事業名 事業内容 実施時期

① (仮称)科学技術センタ

ーの整備

平成 21年度に基本計画と基本設計を、平成 22年

度に実施設計を行い、その上で平成 23024年 度に

は工事及び展示物の設置を行っていく。あわせて、(仮

称)科学技術センターの運営体制や大学と連携した事

業内容の検討を進め、平成 25年度の開設を目指す。

平成 25年度

(4)ボランティア活動

学生ボランテンアに登録してもらぃ

指導室・地域教育課

、小中学校におけるボランティア参加を促進する。
事業名 事業内容 実施時期

①小中学校における学生

ボランティアの活用

学生ボランティアに登録してもらい、学習補助や学

校地域応援団、わくわくチャレンジ広場など小中学校

における各種活動へのボランティア参加を促進する。

平成 25年度



(5)みんなの理科大学の実施

小中学生・高校生や保護者を対象に、

や講演会などを実施する。

生涯学習課
科学を身近に親しむことのできる科学体験教室

事業名 事業内容 実施時期

①みんなの理科大学の実

施

小中学生・高校生や保護者を対象に、東京理科大学

の有するノウハウを活かし、科学を身近に親しむこと

のできる科学体験教室や講演会などのイベント (みん

なの理科大学)を大学と連携して実施する。

また、平成25年度のキャンパス開設以降の実施方

法は、(仮称)科学技術センターとの連携を検討する。

平成 21年度

(6)公開講座 生涯学習課・人権推進課 口文化国際担当課
東京理科大学の有するノウハウと実績を活かし、理工系の専門講座のほか、幅広い分

野において一般向け、入門編などの各種講座を実施する。
事業名 事業内容 実施時期

①公開講座の企画実施

理工系大学としての特色を活かした講座のほか、幅

広い分野にわたる一般区民向けの公開講座を、「かつ

しか区民大学」単位認定講座 として連携実施する。

平成 21年度

②女子中高生向け科学体

験講座

科学技術の場への女性の参画拡大を図るために、理

工系分野に興味・関心を抱き、将来の進路の選択肢の

ひとつとして科学を提えてもらうため、女子中高生向

けに科学を身近に感 じることのできる体験型の講座

を開催する。また、女子中高生及び保護者向けに大学

OGな どの女性技術者の体験談講座を実施する。

平成 23年度

③国際交流講座の企画実

施

区内在住外国人や留学生を対象にした「国際交流講

座」に関してのニーズ把握と実施方法の検討を行 う。
平成 25年度以降



(7)大学図書館との連携 中央図書館
大学図書館の区民利用を実現させるとともに、大学図書館と区立図書館が連携体制を

構築することによって、区民と学生による区立図書館及び大学図書館双方の利用の充実
を図る。

事業名 事業内容 実施時期

①大学図書館との連携

大学図書館を区民に開放するとともに、区立図書館

との相互貸し出しや図書館員同士の連携体制を構築

することによって、区民と学生による区立図書館及び

大学図書館双方の利用の充実を図る

また、区民に対して、高度な理工系の専門分野に関

するレファレンスや他の大学図書館の利用紹介を受

けることができるようにする。

平成 25年度


